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監 査 事 務 局  

 

「監査結果に基づき知事等が講じた措置」の報告について 

 

監査委員は、第四回都議会定例会に「令和７年 監査結果に基づき知事等が講じた措置（第

２回）」を報告しました。 

これは、各種監査等で指摘又は意見・要望をした事項について、年２回、知事等から是正・

改善や再発防止の措置内容について通知を受け、公表するものです。 

１ 改善状況 

前回令和７年第１回報告（令和７年６月公表）で未改善とされた指摘等５２件に、今回新

たに令和７年定例監査などの指摘等９０件を加え、合わせて１４２件のうち、７５件が改善

済みとなりました。残る未改善６７件は、引き続き知事等が措置を講じていきます。 

 

【現在の措置状況】 

前回未改善 

(a) 
今回新規分 

(b) 
今回措置対象 

(c=a+b) 
今回改善済 

(d) 
未改善 

(e=c-d) 

５２ ９０ １４２ ７５ ６７ 

２ 主な措置事例 

監査の指摘等に対し、知事等が講じた主な措置事例を紹介しています。 

 

◎ 報告の内容は、監査事務局ホームページでも公表しています。 

監査事務局ホームページ：https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/ 

◎ 過去の指摘事例、改善措置は「監査指摘・改善措置等検索システム」で確認できます。 

監査指摘・改善措置等検索システム：https://www.kansa1.metro.tokyo.lg.jp/search/ 
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 問合せ先 監査事務局総務課 

直通 ０３－５３２０－７０１７ 

 

○ 公の施設の指定管理業務と委託業務との区分を明確にし、委託料の精算を適正に行わ

せたもの（P.3 令和５年行政監査） 

○ 建設仮勘定の過大計上について、全件を点検し、自ら発見した案件と併せて適切な処

理を実施したもの（P.6 令和６年度決算審査） 

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.kansa1.metro.tokyo.lg.jp/search/

